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茨木市環境審議会    

  会長  岩 渕 善 美 

 

 

茨木市環境基本計画について（答申） 

 

 

令和６年５月 21日付け茨環政第 531号で諮問のありました「茨木市環境基本計画

（案）」につきましては、茨木市環境基本条例第 24条第２項に基づき慎重に審議を

行った結果、別添「第３次茨木市環境基本計画（案）」のとおり答申いたします。 

 当審議会では、諮問から計５回の会議を開催し、専門的な知見や市民・事業者と

しての視点のもと、パブリックコメント制度による幅広い市民等の意見も踏まえ、

慎重に審議を重ねてまいりました。本計画（案）は、環境を取り巻く社会情勢や市

域の状況を踏まえ、長期的な視点に立った総合的な施策の展開が図られるものと認

められるものであり、今後の当該計画の推進にあたっては、下記の意見を十分尊重

されることを求めます。 

 

記 

 

（例） 

・こどもから大人まで年齢を問わず、市民の環境意識の向上、行動変容につながる

取組の充実を求めます。 

・本計画の実現性を高めるため、具体的で効果的な施策立案を行い、市民・事業者

とともに協力・連携しながら取組を推進することを求めます。 

・庁内の推進体制では、環境部局のみならず、計画を共有し部局横断的な協力体制

を構築することで、効果的な取組につなげることを求めます。 

・若者世代や、環境に関心の低い方にも関心を持ってもらうよう、周知方法の工夫

を求めます。 

 

                

 

以 上 
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